
幼保連携型認定こども園とは？
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◆就学前の⼦どもに学校教育・保育を
 提供します（幼稚園 + 保育所）
◆地域における⼦育て⽀援を⾏います
◆対象児：0歳児〜就学前

保育料は上がるのですか？
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
保育料は上がりません。世帯の所得の状
況等により岡⼭市が決定します。認可保
育所（私⽴・市⽴）、市⽴幼稚園に通わ
れている⽅と同じ料⾦体系です

「認定こども園」になると、何が変わるの？
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
★幼稚園の利⽤対象の⼦ども（１号認定⼦ども）を３歳児から受け⼊れます。
★幼稚園の利⽤対象の⼦ども（１号認定⼦ども）にも⼀時預かりが利⽤できるようになります。
★幼稚園の利⽤対象の⼦ども（１号認定⼦ども）にも給⾷の提供をします。
★保護者の就労状況が変わった場合でも、
   ３歳児から５歳児の⼦どもは同じ
 こども園に通うことができます。
★保護者とこども園との直接契約となり、
   こども園に保育料を納めます。

平成３０年４⽉より 幼保連携型認定こども園
                       『（仮称）とみやま認定こども園』に移⾏します

富⼭保育園は ２０１８春より 認定こども園になります



こども園 Q＆A 
http://tomiyama.ed.jp/

◆こども園移⾏概要説明会 平成29年10⽉21⽇（⼟）９：００〜１０：００

「⼦ども・⼦育て⽀援新制度」の実施に伴い、３つの認定区分によって⼿続きが異なります。

★（仮称）とみやま認定こども園に⼊園するにはどうしたらいいですか？

●１号認定 [満３歳以上，幼稚園・認定こども園で教育を希望]

●２号認定 [満３歳以上，「保育の必要な事由に該当し、保育所・認定こども園で保育を希望]
●３号認定 [満３歳未満，「保育の必要な事由に該当し、保育所・認定こども園で保育を希望]

園に直接申込み → 選考 → ⼊園内定 → 園を介して岡⼭市へ認定申請 → 認定証交付 → 契約

岡⼭市に申請 → 市が利⽤調整 → 認定証交付 → 利⽤先の決定後契約

＊1号認定⼦どもの選考は、あらかじめ保護者に選考基準を明⽰して園が選考を⾏います。

＊2号・3号認定⼦どもは、保育を受ける必要性が⾼いと認められる⼦どもが優先的に利⽤できるように岡⼭市
   が利⽤調整を⾏います。

平成３０年度の⼊園申請をされる⽅は、
必ず以下のオープンスクール（平成３０年度）に参加してください。

説明会・オープンスクール

TEL 086-277-7662（お問い合わせ先）
 岡⼭市中区福泊１３８−２〒 703-8262

◆オープンスクール（1号認定対象）
★平成29年10月25日（水）　　９：００～受付　　９：１５～入園説明会・見学　１０：３０終了予定

◆オープンスクール（２・３号認定対象）
★平成29年11月8日（水）　　９：００～受付　　９：１５～入園説明会・見学　１０：３０終了予定

◆オープンスクール（２・３号認定対象）
★平成29年11月12日（日）　　８：４０～受付　　９：００～入園説明会　

＊オープンスクール（１１／８）に参加できない方対象、説明（重要事項）のみで、見学はありません。

＊地域の方・保護者の方（希望者）にこども園移行に関する概要をご説明いたします。

富⼭保育園のホームページはこちらから

★印に参加希望の方は、資料・会場の都合がありますので、早めに下記へご連絡をお願いします。

＊1号認定⼦どもの選考のスケジュールは、募集要項でご確認ください。

＊2号・3号認定⼦どもの⼊園申請のスケジュールは、岡⼭市が決めます。


